
【新旧対照表】 特定疾患治療研究事業実施要領 

新 旧 

特定疾患治療研究事業実施要領 

                                                                        

第１～第５ 〔略〕 

 

第６ 受給資格の認定申請 

１ 申請者は、特定疾患医療受給者証交付申請書（様式第２号。以下「交付申請書」とい

う。）に特定疾患臨床調査個人票（様式第３号。以下「臨床調査個人票」という。）、患者

の住民票の写し、医療保険の資格情報が確認できる資料、医療保険上の所得区分に関す

る情報を対象患者の加入する医療保険の保険者（後期高齢者医療広域連合を含む。以下

「保険者」という。）が知事に情報提供すること及び所得区分の認定を行うために必要

な書類を知事が本人に代わって対象患者の居住地の市町村に対し交付を求めることに

同意する旨の書類（様式第８号。以下「所得区分把握に関する同意書」という。）及び保

険者が対象患者の所得区分の認定を行うために必要な書類を添えて、患者の居住地を管

轄する保健所長を経由して知事に提出するものとする。 

なお、更新の申請を行う者については、所得区分把握に関する同意書は不要とする。 

２～４ 〔略〕 

 

第７ 受給資格の更新申請 

１ 受給者で、第６第４項に定める受給者証の有効期間を過ぎて治療研究事業の適用を受

けようとする者は、交付申請書に臨床調査個人票、患者の住民票の写し、医療保険の資

格情報が確認できる資料及び保険者が対象患者の所得区分の認定を行うために必要な

書類を添えて当該受給者の住所地を管轄する保健所長を経由して知事に提出するもの

とする。 

２・３ 〔略〕 

 

第８・第９ 〔略〕 

 

第 10 氏名等の変更の届出 

受給者が氏名、住所、加入している医療保険を変更したときは、特定疾患氏名等変更届（様

式第４号）に受給者証を添えて、当該受給者等の住所地を管轄する保健所長を経由して知事

に提出するものとする。 

なお、医療保険を変更したときは、医療保険の資格情報が確認できる資料等を添付するも

のとする。 

 

第 11・第 12 〔略〕 

 

第 13 県外から転入した場合の届出 

他の都道府県で受給者証の交付を受けていた患者が本県に転入し、引き続き受給者証の交

付を受けようとする場合には、特定疾患医療受給者転入届（様式第９号）に住民票の写し、

及び転入前に交付されていた受給者証の写し及び医療保険の資格情報が確認できる資料を

添えて、転入日の属する月の翌月末日までに患者の所在地を管轄する保健所長を経由して知

事に提出するものとする。 

なお、この場合における受給者証の有効期間は、転入日から転入前に交付されていた受給

者証の有効期間の終期までとする。 

 

第 14～第 19 〔略〕 

 

附 則 〔略〕 

附 則 

１ この要領は、令和６年１２月２日から施行する。 
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